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協議・報告事項 

 

 

（１）令和５年度のさいたま市 

国民健康保険事業 

特別会計の予算について 

  

－ 1 －



さいたま市国民健康保険運営協議会

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
（千円） （％） （千円） （％） （千円） （％）

24,009,770       23.4     24,837,212       24.1     827,442          0.7       

387                0.0      394                0.0      7                   0.0       

69,974,981       68.2     70,276,039       68.1     301,058          ▲0.1   

7,311,955        7.1      7,470,153        7.2      158,198          0.1       

法定 6,039,088        6,180,525        141,437          

法定外（赤字解消対象） 859,556           860,308           752                

法定外（赤字解消対象外） 413,311           429,320           16,009            

929,176           0.9      60,848            0.1      ▲868,328       ▲0.8   

1                    0.0      1                    0.0      -                   0.0       

436,730           0.4      508,353           0.5      71,623            0.1       

102,663,000 100.0 103,153,000 100.0 490,000 ▲0.0 

※その他…財産収入、諸収入

繰 越 金

そ の 他 ※

合計

対前年度

国 民 健 康 保 険 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

一 般 会 計 繰 入 金

基 金 繰 入 金

令和５年度令和４年度

１ 予算額比較

(1) 歳入

 税率等の見直しや収納率の上昇により国民健康保険税が約８億円の増
 法定外（赤字解消対象）の約８．６億円と基金繰入金の約６千万円の合計

約９．２億円が赤字額であるが、前年度より基金繰入金が減少したことに
より約８．７億円の減

 課税限度額の改正は予算に反映されていないが、国民健康保険税が約６千
万円の増加し、赤字額は約６千万円減少する見込み
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さいたま市国民健康保険運営協議会

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
（千円） （％） （千円） （％） （千円） （％）

1,427,066        1.4      1,379,590        1.3      ▲47,476         ▲0.1   

69,184,267       67.4     69,565,766       67.4     381,499          0.0       

30,719,300       29.9     30,930,158       30.0     210,858          0.1       

1,143,123        1.1      1,105,050        1.1      ▲38,073         0.0       

189,244           0.2      172,436           0.2      ▲16,808         0.0       

102,663,000 100.0 103,153,000 100.0 490,000 0.0 

※その他：基金積立金、諸支出金

合計

対前年度

総 務 費

保 険 給 付 費

事 業 費 納 付 金

保 健 事 業 費

そ の 他 ※

令和５年度令和４年度(2) 歳出

 保険給付費等の増により国民健康保険事業特別会計予算は、
約４．９億円増加すると見込んでいます。
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メモ 
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協議・報告事項 

 

（２）令和５年度のさいたま市

国民健康保険事業について 

 

①国民健康保険保健 

事業計画について 
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目次

１ 特定健康診査・特定保健指導について

２ 特定健康診査等受診率向上対策について

３ 生活習慣病予防対策について

～医療費・健診・人工透析患者分析～

４ 生活習慣病重症化予防対策事業及び医療費適正化事業について

・生活習慣病重症化予防対策事業（糖尿病性腎症）

・生活習慣病重症化予防対策事業（高血圧性疾患）

・重複・頻回受診者等保健指導事業

５ 第3期特定健康診査等実施計画及び第2期データヘルス計画推進策について

さいたま市国民健康保険運営協議会
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１ 特定健康診査・特定保健指導について

～令和3年度特定健康診査・特定保健指導実施率～

－ 7 －



全国市町村国保・指定都市国保・県内市町村国保との比較

0％

1-1  さいたま市国保の特定健康診査受診率

 令和３年度の受診率は、令和２年度より2.8ポイント上昇し、34.9％となっている。
 さいたま市の受診率は全国・埼玉県平均より低いが、指定都市平均より高い。
👉 令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大による受診控えが解消されてきたことから、受診率は上昇
しているが、令和元年度には届かない状況である。

36.5% 36.5% 37.1% 36.9%
38.0%

32.1%

34.9%

38.6% 38.9%
39.6%

40.3% 40.7%

34.9%

38.2%

27.4% 27.6%
28.4%

29.5% 29.0%

26.4%

28.1%

36.3% 36.6%
37.2%

37.9% 38.0%

33.7%
36.4%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
0%

さいたま市 県 指定都市 全国

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

対象者(人) 188,876 179,454 169,921 161,700 157,114 158,701 154,924

受診者(人) 68,867 65,416 62,977 59,684 59,716 50,920 54,008
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1-2 令和３年度さいたま市国保の特定健康診査受診率（性・年齢階級別）

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値を基に作成

年齢が上がるに伴い

受診率は上昇する。

若年層、特に男性の受診
率が低い。

 受診率は年齢が上がるにつれ、上昇しており、全年代で女性の受診率が高い。
 40歳代～50歳代の男性の受診率が低い。

778 876 949 1,084 1,228 1,361 1,248 1,743 2,001 3,361 
5,663 

8,016 
11,118 

14,582 

4,685 3,436 
5,668 4,382 

6,167 4,880 4,695 4,586 4,949 
6,217 

8,684 

10,721 

14,283 

17,563 

14.2% 14.3%
16.6%

21.0%

28.8%

39.5%

43.8%

20.3% 19.8%
21.8%

27.5%

35.1%

42.8%
45.4%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳

（人数）（受診率）
受診者数 未受診者数 受診率（男性） 受診率（女性）
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1-３ 指定都市国保特定健康診査受診率（平成２７年度～令和３年度）

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値、厚生労働省発表資料、指定都市・県内照会資料を基に作成

 さいたま市の指定都市順位は、経年的に上位に位置しているが、令和３年度は３位だった。
👉 行動経済学のナッジ理論を利用した受診勧奨等の効果で上昇していたが、新型コロナウイルス感染症拡大により令
和２年度は受診率が下がった。令和３年度は再び上昇傾向ではあるが、令和元年度受診率には届いていない。

■政令指定都市特定健康診査受診率

受診率 順位 受診率 順位 受診率 順位 受診率 順位 受診率 順位 受診率 順位 受診率 順位

1 札幌市 20.0% 19 20.3% 19 20.2% 20 22.4% 20 20.5% 20 19.0% 20 18.9% 20

2 仙台市 46.4% 1 47.0% 1 47.4% 1 48.6% 1 49.0% 1 45.9% 1 45.4% 1

3 さいたま市 36.5% 2 36.5% 2 37.1% 3 36.9% 4 38.0% 3 32.1% 5 34.9% 3

4 千葉市 36.1% 3 36.2% 3 39.9% 2 39.5% 2 37.6% 4 31.9% 6 31.6% 8

5 横浜市 21.9% 16 21.0% 18 21.9% 18 24.3% 18 25.4% 17 21.8% 16 24.7% 17

6 川崎市 25.5% 14 26.2% 14 26.6% 13 26.4% 16 25.9% 16 25.8% 13 27.0% 13

7 相模原市 26.4% 13 26.3% 13 26.6% 13 26.6% 15 26.7% 15 21.8% 16 26.4% 15

8 新潟市 34.7% 5 35.4% 5 36.7% 4 37.3% 3 38.9% 2 34.4% 2 37.0% 2

9 静岡市 32.0% 8 32.6% 7 33.4% 7 34.2% 6 34.1% 5 33.4% 4 32.3% 5

10 浜松市 32.1% 7 31.8% 8 32.0% 8 32.7% 8 32.9% 6 30.6% 7 32.3% 5

11 名古屋市 30.2% 9 30.6% 9 31.0% 9 30.7% 10 29.0% 11 28.8% 8 30.6% 10

12 京都市 24.7% 15 25.6% 15 26.5% 15 27.2% 12 27.3% 13 20.1% 19 21.8% 19

13 大阪市 21.6% 17 22.0% 17 22.6% 17 23.1% 19 22.3% 19 20.6% 18 22.8% 18

14 堺市 27.6% 11 27.1% 11 27.0% 12 27.2% 12 27.4% 12 27.5% 11 27.8% 12

15 神戸市 32.4% 6 32.9% 6 33.5% 6 33.7% 7 32.0% 8 28.5% 9 30.7% 9

16 岡山市 28.0% 10 28.6% 10 29.1% 10 30.5% 11 30.3% 10 27.2% 12 32.2% 7

17 広島市 18.6% 20 19.1% 20 21.2% 19 25.2% 17 25.0% 18 23.3% 15 24.8% 16

18 北九州市 35.6% 4 35.8% 4 36.1% 5 36.6% 5 32.7% 7 33.5% 3 34.2% 4

19 福岡市 21.6% 17 23.0% 16 25.7% 16 27.2% 12 27.2% 14 25.3% 14 26.9% 14

20 熊本市 27.4% 12 26.4% 12 27.6% 11 30.8% 9 30.9% 9 27.7% 10 28.8% 11

政令市名
令和元年度 令和2年度 令和3年度

平均受診率

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

26.4% 28.1%

※特定健診受診率…法定報告のデータ
※平均受診率・・・政令指定都市移行前の市を含む２０市の平均データ

27.4% 27.6% 28.4% 29.5% 29.0%
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1-４ 令和元年度～令和３年度特定健康診査受診率（行政区別）

37.3%
36.8%

37.6% 37.3%

42.4%

37.1%

41.8%

37.3%

39.8%

34.2%

29.9%

31.5% 31.8%
31.3%

36.4%

31.2%

36.1%

31.4%

33.8%

28.4%

33.4%
34.3% 34.4%

33.8%

38.7%

33.8%

38.8%

34.1%

36.7%

31.4%

25.0%

27.0%

29.0%

31.0%

33.0%

35.0%

37.0%

39.0%

41.0%

43.0%

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区

令和元年度 令和2年度 令和3年度
資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値を基に作成

全国

政令市

埼玉県

 中央区・浦和区・緑区がさいたま市平均より高い。
 岩槻区が最も低く、西区・見沼区・桜区と続く。岩槻区は区独自の受診勧奨を積極的に実施しているが、なかなか

受診率に結びついていない。
 新型コロナウイルス感染症の拡大による受診控えが解消されてきたことから、全区的に令和３年度は上昇している。

0.0％

さいたま市
34.9％
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1-５ 特定健康診査の課題と取組の方向性

・受診率の高い区と低い区に7.4ポイントの差がある。
・区によって取組に違いがある。

 ショートメッセージやSNSの実施
40歳代～50歳代へのアプローチの強化

 AIを利用した対象者抽出
健診受診確率や健康意識に応じたセグメント分けをした対象者

 行動経済学のナッジ理論を利用した文書勧奨
対象者ごとの効果的な勧奨物を送付

 国保新規加入者への勧奨
加入時のチラシ配布（各区役所）
令和５年度から新しいデザイン

 電話勧奨を効果のある年代で実施

 区役所の取組の支援
 区役所ごとの勉強会の実施

【年代】
・受診率は40歳・50歳代が低く、特に40歳代男性が低い。
・令和４年度の40歳・50歳代の受診率は令和３年度に比べ、減少してい
る。60歳・70歳代はわずかに増加しているが、まだ平時には戻りきっていない。

【受診履歴別】
・令和2年度以降、減少幅が大きいのは連続受診者となっている。
・未経験者は、年代が上がるにつれてレセプトあり未経験が増加する傾向にあ
る。

【国保加入者別】
・令和４年度の前年度国保加入者における勧奨後受診率は、令和３年度に
比べ高かった。

受診者

・世情から電話に出てくれる人が少なくなっているが、文書と電話の両方を実施
した勧奨後受診率が最も高い。

行政区

電話勧奨

 令和４年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響による文書勧奨の回数変更やSMS勧奨の中止等、当初の予定を変更しての実施
となった。

 健診受診率の低下は、疾病の重症化につながることから、感染症等の注意喚起を行いながら、健診の重要性を周知し、受診率向上
を目指していく。

※健診受診率は令和３年度のもの。令和４年度受診については、令和４年12月時点のもの。

 市報などの広報物や自治会チラシ・懸垂幕、ホームページやTwitterな
どのSNSを利用し、機会を捉えて健診の周知を図る。

・新型コロナウィルス感染拡大の影響から、健診受診控えがみられる。

その他

 対象者が多く、経年的に受診率の高い60歳~70歳代の受診率の回復
 連続受診者の受診離れの防止
 岩槻区の未受診者への勧奨強化

重点取組

※連続受診者:過去３年間に３回受診、不定期受診者:１～２回受診、未経験者:１回もない

－ 12 －



1-６ さいたま市国保の特定保健指導実施率

 さいたま市は、全国平均・指定都市平均より高い。
 さいたま市の平成30年度は、保健指導期間が６か月から３か月に短縮されたことにより、大きく上昇した。
 令和３年度は令和２年度に比べ低下している。
👉 コロナ禍での受講控えの影響が続いている状況である。

27.4%

31.0%

28.1%

36.4%

31.1%
31.7%

28.6%

16.7%
17.9% 17.6%

20.0% 19.8% 20.2% 19.4%

23.6%
24.7% 25.6%

28.9%
29.3%

26.9%

27.9%

12.7% 13.6% 14.2%
15.2% 15.0%

13.6% 14.0%
10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

さいたま市 埼玉県市町村国保 全国市町村国保 政令市国保

0％

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

対象者(人) 6,415 6,125 6,101 5,896 5,749 4,911 5,389

実施者(人) 1,759 1,899 1,715 2,146 1,786 1,559 1,543
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1-７ 指定都市国保特定保健指導実施率（平成２６年度～令和３年度）

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値、厚生労働省発表資料、指定都市・県内照会資料を基に作成

 さいたま市の指定都市順位は上位で推移しており、令和３年度は２位となっている。

■政令指定都市特定保健指導実施率（平成２５年度～令和３年度）

終了率
（実施率）

順位
終了率

（実施率）
順位

終了率
（実施率）

順位
終了率

（実施率）
順位

終了率
（実施率）

順位
終了率

（実施率）
順位

終了率
（実施率）

順位

1 札幌市 7.8% 15 9.1% 12 8.9% 13 8.2% 15 11.4% 13 9.3% 14 11.9% 14

2 仙台市 9.5% 11 8.7% 13 9.4% 12 10.1% 13 8.8% 14 7.6% 16 7.9% 17

3 さいたま市 27.4% 4 31.0% 2 28.1% 3 36.4% 1 31.1% 3 31.7% 1 28.6% 2

4 千葉市 8.4% 14 13.3% 11 14.7% 10 13.0% 11 15.4% 10 17.1% 7 15.6% 8

5 横浜市 5.0% 17 6.3% 15 7.2% 15 7.7% 16 8.7% 15 9.3% 14 8.5% 15

6 川崎市 5.5% 16 4.3% 19 4.7% 20 5.9% 18 6.4% 19 6.0% 19 4.4% 20

7 相模原市 25.0% 5 27.2% 6 24.1% 6 16.3% 9 16.7% 8 15.6% 10 13.4% 11

8 新潟市 18.9% 8 20.0% 7 21.6% 7 23.1% 6 16.5% 9 16.0% 9 14.3% 9

9 静岡市 24.0% 6 28.6% 4 35.4% 2 35.1% 3 33.7% 1 29.2% 2 26.0% 3

10 浜松市 12.9% 10 14.3% 10 14.0% 11 17.1% 8 17.7% 7 17.0% 8 14.2% 10

11 名古屋市 4.5% 19 5.4% 18 5.6% 19 5.7% 19 6.9% 18 4.4% 20 6.4% 18

12 京都市 20.5% 7 19.2% 8 18.5% 8 19.4% 7 22.1% 6 21.6% 5 20.1% 5

13 大阪市 2.3% 20 3.3% 20 6.0% 18 5.7% 19 6.1% 20 6.6% 18 12.4% 13

14 堺市 4.6% 18 5.9% 17 6.8% 16 7.1% 17 7.2% 17 6.8% 17 6.2% 19

15 神戸市 8.7% 13 7.9% 14 6.8% 16 11.0% 12 14.1% 12 15.2% 11 18.2% 7

16 岡山市 9.3% 12 6.1% 16 8.7% 14 8.5% 14 8.4% 16 9.9% 13 8.2% 16

17 広島市 29.7% 2 33.0% 1 35.5% 1 35.6% 2 27.8% 4 27.5% 3 23.3% 4

18 北九州市 28.7% 3 30.0% 3 27.9% 4 31.9% 4 26.5% 5 18.9% 6 19.3% 6

19 福岡市 33.8% 1 27.4% 5 27.5% 5 31.2% 5 31.5% 2 23.4% 4 29.3% 1

20 熊本市 14.1% 9 16.0% 9 16.4% 9 14.7% 10 14.4% 11 13.1% 12 12.6% 12

令和3年度

14.0%

令和2年度

13.6%

平成30年度

15.2%

平成29年度

14.2%

平成28年度

13.6%

平成27年度

12.7%

※特定保健指導実施率…法定報告のデータ
※平均受診率・・・政令指定都市移行前の市を含む２０市の平均データ

令和元年度

15.0%

政令市名

平均実施率
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2,403 2,379 2,300 2,260 2,119 
1,795 1,817 1,632 1,760 1,583 

2,043 
1,712 

1,466 1,413 

32.2 %
35.8 %

31.9 %

43.0 %

36.8 % 36.3 %
32.5 %

0%

10%

20%

30%

40%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

割合

利用者数（人） 終了者数（人） 実施率

動機付け支援 動機付け支援は健診医療機関で実施

 保健指導の実施率は、平成30年度の制度改正時を除き経年でほぼ横ばいであったが、令和3年度は
3.8ポイント下降している。

 新型コロナウイルスの影響が続いている中、利用率や終了率の減少により、実施率は低下している。

人数（人）

1-８ 特定保健指導実施率（支援別）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
対象者数(人) 5,062 4,921 4,962 4,753 4,651 4,040 4,346 
利用者数(人) 2,403 2,379 2,300 2,260 2,119 1,795 1,817
終了者数(人) 1,632 1,760 1,583 2,043 1,712 1,466 1,413

実施率 32.2 % 35.8 % 31.9 % 43.0 % 36.8 % 36.3 % 32.5 %
終了率 67.9 % 74.0 % 68.8 % 90.4 % 80.8 % 81.7 % 77.8 %

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値を基に作成
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133 
183 

118 127 
105 124 144 

127 139 132 
103 

74 93 
130 

9.4 %
11.5 % 11.6 %

9.0 %

6.7 %

10.7 %
12.5 %

0%

5%

10%

15%

0

100

200

300

400

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

割合人数（人）

利用者数（人） 終了者数（人） 実施率

積極的支援
積極的支援は10区保健センターで実施積極的支援は10区保健センターで実施

1-９ 特定保健指導実施率（支援別）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
対象者数(人) 1,353 1,204 1,139 1,143 1,098 871 1,043
利用者数(人) 133 183 118 127 105 124 144 
終了者数(人) 127 139 132 103 74 93 130 

実施率 9.4 % 11.5 % 11.6 % 9.0 % 6.7 % 10.7 % 12.5 %
終了率 95.5 % 76.0 % 111.9 % 81.1 % 70.5 % 75.0 % 90.3%

 実施率は、平成２9年度から令和元年度まで徐々に下降していたが、前年度に比べて令和2年度は
４ポイント、令和３年度は1.8ポイント上昇している。

👉 糖尿病等の基礎疾患が新型コロナを重症化させるとの報道等による利用者の増加や終了率の増加に
よるものと考えられる。

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値を基に作成
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政令市

埼玉県

 北区・大宮区・見沼区・南区・緑区がさいたま市平均より高い。
 中央区・桜区が低い。
 新型コロナウイルス感染症による影響が続き、全区的に令和３年度は下降している。

さいたま市
32.5％

31.3%

40.7%

33.2% 32.4% 32.2%
33.3%

34.9%

46.2%

49.6%

31.1%31.8%

39.5%

41.5%

35.5%

31.2% 30.3%
32.2%

38.6%

47.2%

32.8%
30.4%

35.6%
37.1%

33.0%

19.8% 20.7%

32.1% 35.1%

42.5%

30.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区

令和元年度 実施率 令和２年度 実施率 令和元３年度 実施率

1-１０ 令和元年度～令和３年度動機付け支援実施率（行政区別）
資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値を基に作成

令和元年度 令和２年度 令和３年度
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1-１１ 令和元年度～令和３年度積極的支援実施率（行政区別）

3.2%

6.8%

9.6%

5.3%

9.6%

15.2%

4.3% 5.0% 4.5%

9.4%

11.9%

8.6%

13.1%

10.5%

5.2%
4.6%

14.1%

6.3%

16.0% 16.9%

13.0%

8.9%

19.6% 19.1%

10.1%

3.3%

9.9% 9.6%

15.9%

13.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区

令和元年度 令和2年度 令和3年度

18
27

グラフ内数値は実施者数

政令市

埼玉県

 令和３年度は大宮区、見沼区が高く、緑区、岩槻区が続く。
 さいたま市平均より高かった区は、西区、大宮区、見沼区、緑区、岩槻区だった。
 さいたま市平均より低かった区は、北区、中央区、桜区、浦和区、南区だった。
 実施者数が少ないため、年度による変動が大きい。

3

8 11
8

10
7

5

9

8 5

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・保健指導における法定報告値を基に作成
保健センター実施別集計

7

9 13
12 3

3 14 8 13

11

9

11
7

3
12 13 17

13

さいたま市
12.5％
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２ 特定健康診査受診率等向上対策について
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0.2%

7.1%

9.3%

8.1%

10.4%

17.5%

14.0%

10.4%

7.5%

9.4%

6.2%

6.8%
8.2%

6.4%
5.7%

8.5%

13.6%
14.6%

12.0%

9.2%
9.6%

5.4%

7.6%

9.2%

7.9%
6.0%

8.5%

12.9%
13.3%

9.4%

8.6%

11.1%

5.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

４・５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和５年度受診勧奨スケジュール

令和２年度割合 令和３年度割合 令和４年度割合

＜健診実施期間＞
令和４年度 ： 令和４年４月２７日～令和５年３月１１日
令和３年度 ： 令和３年４月２７日～令和４年３月１２日
令和２年度 ： 令和２年５月２６日～令和３年３月１３日

資料：さいたま市国民健康保険特定健康診査・人間ドック費用決済件数（途中加入・脱退者含む）を基に作成

１．文書勧奨 ①９月 ②１月 約115,000件
２．電話勧奨 １０月 約15,000件
３．SMS勧奨 ７月～２月 約46,000件

〇 早期受診キャンペーン（さいたま市健康マイレージと連携） ８月まで

早期受診キャンペーン期間

SMS勧奨

電話勧奨

②文書勧奨

※令和４年度の数値は、令和５年５月時点集計

①文書勧奨

2-1 令和５年度受診率向上対策の実施について

※国保健康診査の実施内容を含む。

－ 20 －



2-2  特定健康診査の周知・啓発における取組の方向性

健診受診率の低下は疾病の重症化につながることから、感染症等の注意喚起を行いながら、健診の重要性を周知
し、受診率向上を目指していく。

• さいたま市健康マイレージにおける健（検）診ポイントについて、
8月までに受診した方に２倍のポイントを付与

早期受診キャンペーン

• 11月に区役所、大宮駅、さいたま新都心駅にて放映

• サッカーJリーグのホームゲームにて放映（調整中）

デジタルサイネージでの健診ＰＲ動画放映

• 12月の1か月間、区役所、大宮駅にて健診ＰＲ幕を掲出

健診ＰＲ横断幕・懸垂幕の掲出

• 新規国保加入時に、窓口にて健診案内チラシを配布（令和5年
度から新しいデザイン）

新規国保加入者への健診案内チラシ配布

• 4月以降、健診に係る情報を随時発信

市ホームページ、ＳＮＳ（Twitter）の活用

• 4月下旬から、区役所・支所・公民館・図書館等市内公共 施
設、健診実施医療機関、コミュニティバスにポスターを掲示

健診ＰＲポスターの掲示

• 5月号、10月号、12月号、１月号において、健診受診啓発、
受診勧奨に係る内容を掲載

市報への掲載

• 11月の自治会回覧において回覧

自治会回覧板における健診PRチラシの回覧
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のびのび健診（特定健診）の内容や検査時間、費用などを分かりやすく説明した、「健診案内ペー
ジ」を作成しています。

2-3 健診案内ページについて

健診案内ページはこちらです
ぜひアクセスしてご覧ください!
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健診案内ページからは、健診実施医療機関を地図上で確認でき、予約する医療機関に電話をかけ
ることができます。

2-4 健診案内ページについて
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2-５ 特定保健指導実施率向上対策についての取組の方向性

令和５年度は感染症に対する行動制限等が緩和されたため、感染症対策を踏まえつつ、メタボリックシンドローム
対象者に対し、生活習慣改善のための特定保健指導を実施し、生活習慣病を予防するために実施率向上を図
る。

• 対象者への文書勧奨・電話勧奨を複数回実施

受講勧奨

• 積極的支援対象者が保健指導期間中、１か月間無料でスポー
ツクラブを利用

スポーツクラブ１か月無料体験

• 健診医から対象者に対して、保健センターへつなげていただくため、
健診医と連携

健診医からの受講勧奨の働きかけ

• 積極的支援対象者が、スマートフォンのアプリを利用して、オンライ
ンで保健指導を受講

ICTを利用した保健指導

• 保健指導未受講者に対して、未受講理由等のアンケートを実施

未受講者へのアンケート実施

• ホームページに保健指導について掲載

市ホームページの活用

• 各区役所に健康コーナーを設置し、健診・保健指導や生活習
慣病にかかわる啓発を実施

区役所の健康コーナーでの啓発

• 区報に積極的支援について掲載

区報への掲載

• 腎臓デーや動画配信等で健診・保健指導や生活習慣病につい
ての啓発を実施

イベント等で啓発
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３ 生活習慣病予防対策について

～令和３年度 医療費・健診・人工透析患者分析～
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全市人口 被保険者 加入率

0%

人口、被保険者数の推移

47.８％ 52.２％

男性 女性

被保険者の人数構成

資料:さいたま市の国民健康保険より（令和３年度）

 人口は増加しているものの、被保険者数、
加入率は年々減少している。

 60歳以上で約半数（5０.９%）を占めて
いる。また、男女比は、女性の割合が高い。

３-１ さいたま市の人口・国保の被保険者

（歳）
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医療費総額 一人当たり医療費

（円/年）

（医科・歯科・調剤）

３-2 さいたま市国保の医療費

医療費傾向
（千万円/年）

資料:KDB（健診・医療・介護データからみる地域の健康課題）より

 医療費総額は、平成27年度の高額薬剤の影響を除き、国保加入者数の減少に伴い減少していた
が、令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大による受診控えのため、4.4％減と減少幅が大きかっ
た。（通年2~3％減）
 令和3年度は、令和2年度の反動で増加に転じている。

 令和3年度の一人当たり医療費は経年で増加していたが、受診控えで減少した令和2年度の反動で
大きく増加している。

0
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糖尿病

8.3%
高血圧症 4.8%

脂質異常症

3.6%

狭心症 0.5%

悪性新生物

14.4%

67.5%

通院
糖尿病

高血圧症

脂質異常症

高尿酸血症

脂肪肝

動脈硬化症

脳出血

脳梗塞

狭心症

心筋梗塞

悪性新生物

その他

糖尿病 0.8%
脳出血 2.1%

脳梗塞 3.0%

狭心症 2.1%

心筋梗塞 1.0%

悪性新生物

20.2%

70.4%

入院

３-3 さいたま市国保の医療費

生活習慣病に関わる医療費割合 資料:ＫＤＢ疾病別医療費分析（生活習慣病）
１保険者当たり総点数（令和３年度）より

※生活習慣病にかかわる医療費割合は、小数点第２位を四捨五入して算出しているため、合計と一致しないことがある。

 医科入院・通院医療費のうち、生活習慣病関連の疾患が占める割合は約30%となっている。

 医科入院は、悪性新生物の割合が高く、脳梗塞、狭心症、脳出血と続く。

 医科通院は、悪性新生物の割合が高く、糖尿病、高血圧症、脂質異常症と続く。

※レセプトに記載されている傷病名のうち、金額の最も高い傷病名

－ 28 －



３-4 さいたま市国保の医療費（生活習慣病に係る医療費）

生活習慣病に関わる医療費（最大医療資源傷病名）＊ 資料:KDB（令和３年度）より

＊レセプトに記載されている傷病名のうち、金額の最も高い傷病名

 慢性腎不全（透析有）と糖尿病の割合は20.5%と、政令市・
全国に比べて高い。

 経年的に糖尿病の割合は高くなっている。

悪性新生物 筋・骨格
慢性腎不全

（透析有）
糖尿病 高血圧症 その他

さいたま市 31.1% 16.9% 9.7% 10.8% 6.0% 25.6%

政令市 32.1% 16.9% 8.6% 9.9% 5.7% 26.8%

埼玉県 30.7% 16.4% 10.5% 10.8% 6.0% 25.6%

全国 31.5% 16.6% 8.2% 10.5% 6.1% 27.2%

0%

10%

20%

30%

40%
さいたま市 政令市 埼玉県 全国

悪性新生物

31.1%

筋・骨格

16.9%

慢性腎不全

（透析有）

9.7%

糖尿病

10.8%

高血圧症

6.0%

その他

25.6%

全国・政令市等との比較

経年比較

29.6% 30.6% 31.1%

17.7% 16.4% 16.9%

10.2% 10.2% 9.7%

10.4% 10.7% 10.8%

6.5% 6.2% 6.0%

25.7% 25.9% 25.6%

0%

40%

80%

R元年度 R2年度 R3年度

その他

高血圧症

糖尿病

慢性腎不全（透析有）

筋・骨格

悪性新生物
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特定健診有所見者*1状況《男女別》

 男性・女性ともにHbA1cの有所見者割合が全国及び埼玉県より大幅に高く、尿酸値も高い。糖
尿病や腎臓病に着目した生活習慣病対策が必要である。

男
性

女
性

*1:健診結果において異常の数値のある者
*2:赤血球の中に含まれるヘモグロビンにブドウ糖が結合したものであり、検査日から過去1～2ヵ月間の平均血糖値を反映する血糖コントロールの指標
*3:生体の代謝産物であり、腎臓から尿中に排泄されるが、尿酸の生成過剰、排泄低下により、高尿酸血症となる。放置すると痛風や尿路結石を引き起こす。

また、腎障害を起こすことで、慢性腎臓病になる可能性が高くなる

資料:KDB（厚生労働省様式（様式５－２）） （令和３年度）より

56.1%

33.1%
23.8%

7.4%

71.5%
52.2%

26.9%
17.6%

56.3%
33.7%

27.0%
7.3%

60.0%

54.1%

27.4%

14.6%

56.0%

34.2%
28.3%

7.5%

58.5% 51.9% 25.8% 13.3%
0%

20%

40%

60%

80%

さいたま市

埼玉県

全国

17.7% 20.1%
12.4%

1.0%

74.4%

46.7%

18.2% 2.7%
19.4%

22.3%

15.1%
1.2%

59.3%
50.5%

18.8%

2.1%
19.4%

22.1%

16.2%
1.3% 56.8% 47.2% 17.0% 1.9%

0%

20%

40%

60%

80%

３-5 さいたま市国保特定健診有所見者状況 《男女別》
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6,000
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0
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1,600

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

患者数（人）

患者数(既存） 患者数(新規) 医療費総額

人工透析患者数の推移
資料:KDB・レセプトデータより

金額（百万円）

３-6 さいたま市国保人工透析患者の状況

 令和3年度の人工透析を行っている患者数は1,077人、医療費総額は年間約53億７千6百万円となっている。
患者１人当たり医療費*²は年間約559万円だった。
 人工透析患者のうち、新規患者は平成29年度以降、約18%で推移していたが、令和2年度以降は約20%と

なっている。
*¹:医療費総額には、医科レセプト、調剤レセプトを含む
*²:患者1人当たり医療費は、年間を通じて透析をしている者の総医療費 3,401,688,000円／年間を通じて透析をしている者 609人
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令和２年度に人工透析を受け、令和３年度に透析を受けていない患者の内訳

３-7 さいたま市国保人工透析患者の状況
資料：人工透析患者の状況（令和2年度、令和3年度）

レセプトデータ（医科、調剤）（令和3年度）より___

 令和2年度に人工透析を受けて、令和3年度に人工透析を受けていない患者221人の内訳は、41.2％が死
亡、28.5％が後期高齢者医療保険への移行、11.3％が社会保険への加入と続く。
 令和2年度は、後期高齢者医療保険が37.0％と最も高く、次いで死亡が36.1％となっていた。

死亡,91人, 41.2%

後期高齢,63人, 28.5%

社保加入,25人, 11.3%

転出,15人, 6.8%

一時的透析,15人, 6.8%

生保加入,9人, 4.1%

腎移植,1人, 0.5% 国組加入,1人, 0.5%

他終了,1人, 0.5%
n=221

死亡

後期高齢

社保加入

転出

一時的透析

生保開始

腎移植

国組加入

他終了
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（人）

人工透析患者の併発疾患人工透析患者数

（年齢）

３-8 さいたま市国保人工透析患者数と併発疾患

資料:KDB・レセプトデータ（令和3年度）より

人工透析導入の原因疾患として、糖尿病の重症化（糖尿病性腎症）が40％以上＊と最も高い。
糖尿病は生活習慣の改善により、重症化遅延が可能であることから、生活習慣の改善が必要である。

👉

資料:レセプトデータ（令和3年度）より

ｎ=1,077 ｎ=1,077

*日本透析医学会 患者調査（令和元年）
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 人工透析患者は年代が上がるにつれ増加しており、70歳代が一番多い。
 人工透析患者の併発疾患では、糖尿病（糖尿病性腎症を含む）、高血圧症の割合が高い。
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４ 生活習慣病重症化予防対策事業及び
医療費適正化事業について

～令和５年度事業予定～
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 受診勧奨
生活習慣病のうち、糖尿病が重症化する

リスクの高い未受診者・受診中断者を医療
に結びつける。

 保健指導
糖尿病性腎症で通院する患者のうち、重

症化するリスクの高い者に対して保健指導
を行い、人工透析への移行を防止する。

 健康教育
保健センターで糖尿病等についての教室

を実施し、生活習慣の改善につなげる。

4-１ 令和５年度 生活習慣病重症化予防対策事業

生活習慣病重症化予防対策事業(糖尿病性腎症） *:埼玉県内市町共同事業。埼玉県国民健康保険団体連合会が
県内市町村を取りまとめて実施する事業に参加。

6か月間の保健指導

継続支援
（保健指導終了後3年間）

保健指導

健康教育

受診勧奨 治療中断者への受診勧奨

健診異常値放置者への受診勧奨

4年目以降の継続支援
（市単独事業）

糖尿病等についての教育
（市単独事業）

糖尿病の重症化するリスクの高い者に対して、受診勧奨や保健指導を行うことで、人工透析への移行を防止
する。
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4-２ 令和５年度 糖尿病性腎症重症化予防対策継続支援フォロー事業

糖尿病性腎症重症化予防対策フォロー事業

6か月間の保健指導

継続支援
（保健指導終了後3年間）

保健指導

4年目以降の
継続フォロー教室

（市単独事業）

継続支援（保健指導終了後3年間）
(高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施)

糖尿病性腎症重症化予防対策事業終了者へのフォロー事業を国民健康保険加入者と後期高齢者医療
保険加入者を対象に、切れ目のない継続した支援を実施し、人工透析への移行を防止する。
(高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施)

75歳になった後期高齢者医療保険
への移行者は一体的実施事業へ

4年目以降の継続支援
（市単独事業）令和2年度まで

保健指導

令
和
3
年
度
か
ら

令和3年度から

健康教育

国保及び
後期加入者を
一体的に実施

埼玉県共同事業プログラム 市単独事業

保健指導 健康教育

国保

後期
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４-3 令和５年度 生活習慣病重症化予防対策事業

生活習慣病重症化予防対策事業(高血圧性疾患）

 受診勧奨
健診の結果、高血圧の要治療者で、医療機関未受診の方を

医療に結びつける。

 保健指導
健診の結果、高血圧の要治療者で、脳血管疾患や心疾患な

どの既往のリスクがあるが、医療機関未受診の方に対し、保健指
導を行い、医療に結びつける。

 健康教育
保健センターやイベントで高血圧等についての教室を実施し、

生活習慣の改善につなげる。

受診勧奨

保健指導

健康教育

高血圧域で未治療者への受診勧奨や保健指導を実施し、早期に医療に結びつけることで、脳血管疾患や
虚血性心疾患などの高血圧性疾患の重症化を予防する。
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 保健指導
対象者に対し、文書・電話及び家庭訪問

にて、保健指導を行う。

 令和5年度は5区で実施予定
（桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区）

４-4 令和5年度 医療費適正化事業について

重複・頻回受診者等保健指導事業

対象者

医療機関での重複頻回受診者・多剤内服者等へ適正な受診や内服などの保健指導を行うことで、健康の
保持増進と医療費適正化を推進する。

重複服薬者

重複受診者

頻回受診者

多剤内服者

同様の病気で複数の医療機関に
かかっている方

複数の医療機関から同時期に類似
している薬効の薬を処方されている方

必要以上に多くの種類の薬を処方
されている方

同じ医療機関を受診する回数が
多い方
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５ 第３期特定健康診査等実施計画及び
第２期データヘルス計画期間推進策について

～推進策実施状況～
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１．第３期特定健康診査等実施計画期間　推進策実施状況

①特定健康診査受診率向上対策

Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度

のびのび健診早期受診キャンペーンは、受診率向上における一定の効果を上げ
てきたことから今後も実施していきます。また、新たな取組としてキャンペー
ン協賛企業を増やすなど、対象者に魅力的なキャンペーンを提供していきま
す。

健康マイレージとのポイント連携など受診率向上につながるような仕組みを検
討していきます。

社会保険等からの切り替えで国保に加入された方へ、加入手続き時に国保の特
定健康診査制度についてのリーフレット等を配布し、周知を図ることで特定健
康診査の認知度を上げていきます。

外国人向けリーフレットを作成し、外国人へ特定健康診査制度の周知をしてい
きます。

毎年継続して受診してもらうよう、継続受診の重要性のPRやインセンティブ
など、継続受診につながる新たな方法を検討・実施していきます。

⑥
未受診者勧奨は「文書勧奨」と「電話勧奨」の同時実施が効果的であることか
ら今後も継続します。また、SMSを利用した勧奨を実施します。

⑦
より効果的な受診勧奨のために、経年的・受診歴・年代層の観点で過去の実績
から分析し、勧奨対象者を抽出していきます。

⑧

ＡＩ（人工知能）や行動経済学のナッジ理論を利用し、対象者の傾向に合わせ
た受診勧奨通知を作成するなどの最新技術を活用し、対象者への効果的なアプ
ローチを実施していきます。

健康への関心が高まるような、年代別健診結果や健康アドバイス等の情報を、
受診勧奨通知やホームページ、広報等を活用して発信していきます。

「のびのび健診以外の健診を受診した際に、受診結果を市へ提出するとプレゼ
ントがもらえる」事業の周知のため、受診券に同封しているパンフレットの内
容や啓発方法を見直し、さらなる周知を図っていきます。

健診受診手続きの周知について、パンフレットの内容の見直しやＩＣＴ（情報
通信技術）を使うなど、新たな啓発ツールを活用して実施していきます。

－

40歳代の若い世代の受診率が低いため、若年層をターゲットにＳＮＳ等を
使った情報提供をすることにより、若いうちから健診を習慣化してもらうよ
う、啓発をしていきます。

かかりつけ医から対象者への直接的な声掛け（受診勧奨）が受診率向上に効果
的なことから、更なる勧奨の強化を行うため、４月に実施している医師会向け
「さいたま市健診実施説明会」や、医師会幹事会等の場を活用し、医療機関と
より一層の連携を図っていきます。

特定健康診査未受診の理由が「医療機関に通院しているから」という方につい
て、特定健康診査に相当する診療情報を、医療機関から情報提供してもらうた
めの体制づくりを検討します。

－

地域団体（商工会議所等）からの健診データ提供について、連携の可能な団体
の拡大をしていきます。

生活習慣病は40歳代から増加していくことから、早期の予防や健康への意識
づけを図るために、引き続き30歳代に対しての国保健康診査を実施し、受診
勧奨内容の充実を図ります。

今後もがん検診等、本市が実施している他の健（検）診と同時に受診できる環
境づくりなど、市民が利用しやすい健診体制を整備していきます。

社会保険等の保険者と連携をし、特定健康診査受診の保険者間委託などの体制
づくりについて検討していき、国保加入者と社会保険加入者の利用しやすい健
診体制を整備していきます。

特定健康診査受診率向上対策

 
周
知
・
啓
発
の
強
化

未
受
診
者
対
策

①

②

③

④

⑤

⑨

⑪

⑫

⑩

 
関
係
機
関
等
と
の
連
携

受
診
環
境
の
整
備

⑯

⑮

⑰

⑱

⑬

⑭

継続実施

継続実施

随時、検討中

継続実施

継続実施

継続実施

検討中

実施強化中

継続実施

継続実施

継続実施

新規

クオカード配布

継続実施

強化

継続実施

継続実施

R1年

終了

準備

準備

強化

継続実施

アンケート

調査

移
行

各事業の

評価・

見直し

エリア指定強化
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②特定保健指導実施率向上対策

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

①
未実施理由の６割にあたる「忙しい・取り組む意思がない」といったアプ
ローチの難しい対象者に対し、文書や電話の受講勧奨を継続して行っていき
ます。

②
対象者が「現在は保健指導の必要がない」と感じていても、情報提供を行う
ことで、対象者の状況や必要に応じて相談ができる体制を整えていきます。

③
医師からの受講勧奨であれば、保健指導につながる対象者もいることから、
健診医からの勧奨について医療機関と連携していきます。

④
勧奨ハガキや目立つ封筒を使用するなど、工夫した受講勧奨を複数回実施し
ていきます。

⑤
新たな取組としてＡＩ（人工知能）や行動経済学のナッジ理論を利用し、対
象者の傾向に合わせた勧奨通知を作成するなど、最新技術の活用し、対象者
への効果的なアプローチを実施していきます。

⑥
個別健診のメリットを活かし、健診医から対象者へ保健指導の必要性を伝
え、受講勧奨をしてもらうなど、医療機関と連携して保健指導利用者の獲得
に努めます。

⑦
対象者の許可のもと、必要時には医師と連絡をとり、対象者の健康状態に合
わせた保健指導を実施していきます。

⑧
保健指導が複数回となっている対象者について、過去の検査データや保健指
導経過等を活用し、対象者に合わせた個別の勧奨通知を作成して受講勧奨を
実施します。

⑨
積極的支援では、実施者や未実施者にアンケートを毎年度実施し、受講した
理由や受講しない理由について継続的に分析を行い、より受講につながる体
制を検討していきます。

⑩ 健康マイレージとの連携によるインセンティブの実施を進めていきます。

⑪
市の広報、ホームページ、各種イベント等を活用して、特定保健指導の重要
性について啓発していきます。

⑫
各区の状況に合わせた受講勧奨や対策について、区独自の取り組みを行って
いきます。

⑬
健診医からの受講勧奨が保健指導につながる効果が高いことから、医師会へアプ
ローチを実施するとともに、積極的支援については、現在区独自で行っている、区
内の医療機関に直接説明に行くなどの取組を全区で実施する体制を作ります。

⑭ 動機付け支援の終了率の向上について、医療機関と連携して実施します。 －

⑮
保健指導の効率的な実施について、庁内における業務分担や実施体制の見直
しを検討していきます。

⑯
各エリアにスポーツクラブの契約施設を増やすなど、より利便性を高める取
組を行い、モテ体改造計画の活用を促していきます。

－

⑰
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したオンライン面接など、利便性の高い保健
指導を検討していきます。

⑱
対象者のライフスタイルに応じた支援や、２回目の保健指導実施者の指導内
容の工夫など、対象者に合わせた個別の支援を行うための環境整備をしてい
きます。

⑲
保健指導実施者が継続して生活習慣改善に取り組めるよう、健康づくりに関
する教室への参加を促していきます。

⑳
保健指導従事者が研修等に参加することで、指導者としての資質向上を図
り、より質の高い指導を目指します。

特定保健指導実施率向上対策

 
未
実
施
者
対
策

 
実
施
体
制
の
整
備

 
そ
の
他

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

検討中

検討中

検討

一部実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

全区実施

検討 継続実施

継続実施

一部

検討

準備 実施

強 化

新規

各事業の

評価・

見直し
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２．第２期データヘルス計画期間　推進策実施状況

①受診勧奨：重症化するリスクの高い未受診者・受診中
断者に受診勧奨を実施する

②生活指導：重症化するリスクの高い者に対して生活指
導を行い、人工透析への移行を防止する。

③健康教育：糖尿病等についての教室を各保健センター
で実施する

①受診勧奨：高血圧が重症化するリスクの高い健診結果
要治療者のうち、医療機関未受診の者に受診勧奨通知を
送付し、受診勧奨を実施する。

②健康教育等：健診結果が高血圧の保健指導判定値のう
ち、医療機関に未受診の者に対して健康教育等を行い、
重症化を防止する。

①受診勧奨：特定健診未受診者に対して勧奨通知の送付
や電話により受診を促す。

②受診率向上キャンペーン：キャンペーン期間中の特定
健診受診者を対象に抽選で賞品をプレゼントする。

①ジェネリック医薬品差額通知：代替可能な先発医薬品
を使用している者に対し、ジェネリック医薬品差額通知
を行う。

②ジェネリック医薬品使用の普及啓発

D
重複・頻回
受診者等

保健指導事業

医療費適正化等のため、医療機関への重複・頻回受診
者、多剤服薬者等に対し、保健指導を行う。

E
生活習慣病

予防普及啓発事業
がん・禁煙・適正飲酒・肥満等の啓発をイベント等機会
をとらえて、関係機関と連携して行う。

F
特定保健指導

実施率向上対策事業
医師会と連携し、区ごとの勧奨や内容を工夫する。

G
地域包括ケア
に係る事業

地域包括ケア事業の所管課と連携し、高齢者の事業等に
ついて会議等で検討していく。また、高齢者の保健事業
と介護予防の一体的実施を推進する。

【参考】事業スケジュール

Ｒ5年度

C

実　施　事　業

生活習慣病
重症化予防
対策事業

（糖尿病）

特定健診受診率
向上対策事業

ジェネリック
医薬品差額
通知事業

生活習慣病
重症化予防
対策事業

(高血圧性疾患)

Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

A

B

Ｒ1年度

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

モデル事業

継続実施

継続実施

準備

継続実施

（Ｒ２～）健康マイレージの付加ポイントへ移行

拡大実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

準備

検討

R1年終了

継続実施

準備
新規

強化

拡大

新規

拡大強化

各事業の

評価・見直し

H30年度 Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度

生活習慣病重症化予防対策事業
（糖尿病）

生活習慣病重症化予防対策事業
（高血圧性疾患）

B 特定健診受診率向上対策事業

C ジェネリック医薬品差額通知事業

D 重複・頻回受診者等保健指導事業

E 生活習慣病予防普及啓発事業

F 特定保健指導実施率向上対策事業

G 地域包括ケアに係る事業

A

実　施　事　業
中間評価 評価

モデル事業

モデル事業
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協議・報告事項 

 

 

② 第３期保健事業実施計画 

（データヘルス計画）及び 

第４期特定健康診査等実施

計画「令和６年度～令和１１

年度」の策定について 
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急速な少子高齢化等の社会環境の変化に伴い増加する生活習慣病への対策を強化していくことで、健康寿命の
延伸・医療費の適正化を行います。また、科学的なアプローチにより保健事業を効率的・効果的に実施します。

１．第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画の事業の背景と目的

第1期特定健康

診査等実施計画

•「高齢者の医療

の確保に関する

法律」

第2期特定健康

診査等実施計画

第1期データヘル
ス計画

•平成26年度「保

健事業の実施等

に関する指針の

一部改正」

第3期特定健康

診査等実施計画

第2期データヘル
ス計画

第3期特定健康

診査等実施計画

及び第2期データ

ヘルス計画（中

間評価）策定

第4期特定健康

診査等実施計画

第3期データヘル

ス計画

健康寿命の延伸 医療費適正化

平成30年度平成28年度平成20年度 平成25年度 令和2年度 令和6年度

さいたま市国民健康保険運営協議会
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２．第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画の位置づけ
第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画は、前期計画を踏まえ、各関係計画との整
合性を図りながら、被保険者の健康保持増進及び特定健康診査・特定保健指導の実施率向上に向けて取
り組みます。

データヘルス計画
（第３期）

特定健康診査等実
施計画

（第４期）

(国)特定健康診査等
基本方針

全国・埼玉県医療費
適正化計画

さいたま市
総合振興計画

さいたま市
保健福祉総合計画

さいたま市ヘルスプラン21
(第3次)

高齢者の医療の確保に関する法律

国民健康保険法に基づく保健事業の
実施等に関する指針

さいたま市国民健康保険運営協議会
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３．第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画の事業概要

特定健診・特定保健指導の情報、レセプト情報、その他保健事業の情報を活用し、保健事業の課題
を明確にするとともに、PDCAサイクルに沿った効果的な保健事業を実施するための2本の計画を相
互に連携させながら策定をします。策定期間は令和６年度から令和１１年度までの6年間とします。

Plan（計画）

Do（実施）

Check（評価）

Action（改善）

データ分析に基づく
事業の立案

費用対効果の観点も
考慮した事業の実施

客観的な指標を用いた
保健事業の評価

評価結果に基づく
事業内容等の見直し

その他保健事業の
情報

特定健診・
特定保健指導

情報

レセプト
情報

さいたま市国民健康保険運営協議会
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第２期データヘルス計画及び第３期特定健康診査等実施計画にて導き出された課題や現状を分析し、
新たな課題やさらなる改善策の検討を行います。

■課題

４．計画策定方針

現状分析及び評価を行
い、新たな課題やさら
なる改善策を検討する

①特定健診受診率向上
・新型コロナウイルスの影響から受診率が下降したあと、コロナ以前には戻って

いない。
・40歳～50歳代の特定健診受診率が低い。

⇒特定健診受診勧奨の実施及び健診の重要性を周知し、受診率向上をはかる

②医療費の適正化
・医療費のうち、生活習慣病関連の病気の占める割合は約4割となっている。
・慢性腎不全（透析あり）と糖尿病の医療費割合は政令市・全国に比べて高い。
・本市の人工透析患者の年間の医療費は一人あたり約550万と高額となって

おり、人工透析導入の原因疾患として、糖尿病の重症化（糖尿病性腎症）が
最も高い。
⇒糖尿病などの生活習慣病の重症化を予防し、医療費の適正化をはかる。

さいたま市国民健康保険運営協議会

－ 47 －



5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

５. 作成スケジュール

データ分析

現状課題の洗い出し

計画書
修正

第３期データヘルス計画・第４期特定健康診査等実施計画

素案作成
計画策定
公表

運営協議会
報告 議会報告

パブリック
コメント

計画書
作成

運営協議会
報告
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協議・報告事項 

 

 

③ 保険給付の適正化の推進

について  
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さいたま市国民健康保険運営協議会

1 令和５年度事業について①

令和３年度に、「ジェネリック医薬品希望シール」を作成し、保険証一
斉送付時に同封することおよび国民健康保険加入時に配ることで、後発医
薬品の使用割合を国の目標である８０％の達成を目指したが達成できず
（令和４年度平均７９．6％）。
令和5年度も継続実施。

＜実績＞ジェネリック医薬品使用割合
令和３年３月審査分：７８．８％（令和２年度平均７７．９％）
令和４年３月審査分：７８．５％（令和３年度平均７８．５％）
令和５年３月審査分：８０．４％（前年同月比１．９ポイント上昇）

（埼玉県内市町村平均：８１．９％）

ジェネリック医薬品希望シールの送付
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さいたま市国民健康保険運営協議会

＜参考＞ジェネリック医薬品希望シール
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さいたま市国民健康保険運営協議会

２ 令和５年度事業について②

本市国民健康保険における柔道整復施術療養費（いわゆる接骨院・整骨院）支給
申請書の請求内容について、業者委託により点検業務を実施し、過誤・不正請求の防
止を徹底することにより、医療費の適正化を図る。

また、被保険者への文書照会を通じて、柔道整復施術療養費の支給対象となる負傷
及び柔道整復施術の内容を確認し、柔道整復施術療養費の正しい知識を被保険者に周
知する。

令和２年度に新規事業として実施した当事業を令和5年度も継続実施。

＜実績＞
令和２年度点検状況
・点検枚数：11,254件 ・照会送付件数：1,140件 ・回答件数：859件 ・返戻件数：48件
・効果額（保険者負担額）：504,187円
令和３年度点検状況
・点検枚数：11,649件 ・照会送付件数：1,077件 ・回答件数：710件 ・返戻件数：66件
・効果額（保険者負担額）：655,612円
令和４年度点検状況
・点検枚数：10,744件 ・照会送付件数：1,289件 ・回答件数：991件 ・返戻件数：71件
・効果額（保険者負担額）：642,714円

柔道整復施術等療養費支給申請書内容点検業務

－ 52 －



さいたま市国民健康保険運営協議会

３ 令和５年度事業について③

医療機関での重複頻回受診者・多剤内服者等へ適正な受診や内服などの
保健指導を行うことで、健康の保持増進と医療費適正化を推進する。

令和２年度に新規事業として実施した当事業を令和５年度も継続実施。

保健指導:対象者に対し、文書・電話及び家庭訪問にて、保健指導を行う。

＜対象者＞
重複受診者:３か月以上、同一月内に同一の傷病で、３箇所以上の医療機関

を外来受診している者
頻回受診者:３か月以上、同一月内に同一診療科目を15日以上外来受診して

いる者
重複服薬者:3か月以上、同一月内に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ

薬剤を複数の医療機関から処方されている者
多剤内服者:同一月に10剤以上の処方を１年間に３回以上受けている者

重複・頻回受診者等保健指導事業

〈令和4年度実績効果〉
 保健指導実施により、年換算の医療費について重複受診で約534万円、頻回受診で約

33万円、重複服薬で約83万円、多剤内服で約1,500万円の効果額となる。
 全体で約2,200万円の医療費適正化が図られている。
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さいたま市国民健康保険運営協議会

４ 新型コロナウイルス感染症対応

●令和２年度に４月１３日付市⾧専決により国民健康保険条例改正並びに補正予算
措置。
●国の補助対象は、令和5年5月7日までの感染者であり、5月8日以降の感染者は対
象外。
＜制度概要＞

厚生労働省の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、給与収入
者である国民健康保険被保険者の方が感染症または感染が疑われる場合に、仕事を
欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることがで
きなくなった場合、傷病手当金を支給する。

傷病手当金の給付

＜支給対象となる日数＞
就労ができなくなった日から起算して４日目以降就労ができない日数

＜支給額の計算＞
１日当たりの支給額(※)×支給対象となる日＝傷病手当金支給総額

（※１日当たりの支給額＝直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷直近の継続し
た３か月間の就労日数×２／３）

＜実績＞令和２年度 ・支給件数： 34件 ・支給金額： 2,734,952円
令和３年度 ・支給件数：120件 ・支給金額： 6,117,741円
令和４年度 ・支給件数：565件 ・支給金額：19,398,538円
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協議・報告事項 

 

 

④ 国民健康保険税収納対策

の推進について 
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現年課税分 滞納繰越分 合計

平成２２年度 85.4% 13.8% 59.0%

平成２３年度 86.6% 14.1% 60.3%

平成２４年度 87.1% 14.7% 61.0%

平成２５年度 88.0% 18.3% 63.7%

平成２６年度 89.0% 20.5% 66.2%

平成２７年度 90.2% 24.0% 68.9%

平成２８年度 91.2% 26.0% 71.7%

平成２９年度 92.2% 27.1% 74.4%

平成３０年度 92.2% 25.0% 76.9%

令和元年度 92.3% 27.2% 79.6%

令和２年度 92.9% 24.8% 80.4%

令和３年度 93.9% 25.5% 82.3%

令和４年度(見込み) 93.9% 25.4% 83.5%

年度
収納率

1 収納率の推移及び徴収体制の強化

 平成22年度から徴収組織の再編を行い、収納率も年々向上している。令和2年1月から、南部・北部の市税
事務所（現体制）に集約し、効率的な滞納整理を実施。

 令和4年度の収納率は過去最高になる見込み。

【H22】高額案件引継ぎ（100万円以上
1,000件）⇒債権回収対策課へ

【H23】市税と併せて徴収
⇒債権整理推進室債権回収課へ（段階
的・機能分担型）

【R2.1月】市税事務所の開設
⇒人員の集約、収入未済額の圧縮

収納率の推移 徴収体制の強化

+1.9％

+2.5％

+2.7％

+0.7％

+2.7％

+1.3％

+2.8％

+2.5％

+2.7％

+0.8％

+2.7％

+1.2％

－ 56 －



 工夫した催告書の送付、納税コールセンター、SMSによる
納付の呼びかけ、ボーナス時期の催告

2 令和5年度 国民健康保険税収納目標と取組事項

目標

1 組織一体となった納税催告

【収 納 率 】 現年課税分 94.1％ 滞納繰越分 26.0％
【収入未済額】 42億円

取組事項 【現年課税分】催告・調査・差押え一連の滞納整理を、迅速かつ効率的に実施し、年度
内完結を徹底する。

【滞納繰越分】徹底した財産調査及び厳格な滞納処分の実施、滞納処分の執行停止及
び即時消滅を的確に行う。

2 滞納処分の推進

3 納税緩和措置の的確な運用

4 納期内納付の促進

5 納付機会の拡大

6 進行管理の徹底

 納付が困難な納税者への猶予の適用や速やかな執行停
止、福祉部門との連携

 効果的な滞納整理、債権を中心とした差押処分の実
施

 滞納整理の早期見極めと事案の進行管理、事案審査会

 口座原則化の積極的な周知（R3.12~）

 スマートフォン決済（R3.8~）Web口座振替受付サー
ビス（R4.10~）
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メモ 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

－ 58 －



協議・報告事項 

 

 

⑤ 適正な保険税率等の設定

について 
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さいたま市国民健康保険運営協議会

１ 令和６年度の保険税率等の見直し

国保財政の健全化を図るためには、赤字である法定外繰入金を解消する必要があ
る。赤字を解消するため、次の取組を実施する。
(1) 医療費及び保険給付の適正化の推進 (2) 国民健康保険税収納対策の実施

(3) 適正な保険税率等の設定

さいたま市国民健康保険赤字解消・削減方針 より

被保険者の負担増に配慮し、2026年度（令和８年度）まで緩やか
な上昇で段階的に保険税を引き上げ、赤字を解消する。

 令和５年度の保険税率等の見直しでも、赤字の一部を解消したと
ころであり、未だ赤字は生じる可能性があるため、引き続き令和
６年度も保険税率等の見直しを行います。

 令和６年度の保険税率等の見直しは、１２月に公表予定の埼玉県
国民健康保険運営方針（第３期）の内容を踏まえて行います。

令和６年度の保険税率等の見直しについて
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さいたま市国民健康保険運営協議会

・保険税水準の統一の定義について、原則として同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税
となることと規定する。
・保険税水準の 統一は、段階的 に 進めることとする。

①納付金ベースの統一（目標年度:令和６年度）
市町村ごとの納付金額を算定する上での基準を統一

②準統一（目標年度:令和９年度）
収納率格差以外の項目を統一

③完全統一（目標年度:収納率格差が一定程度まで縮小された時点）

２ 埼玉県国民健康保険運営方針の反映

 法定限度額の改正が行われたときは、当年度に反映することとします。
 令和９年度までに県が示す保険税水準の応能・応益割合に近づけます。

現行 約61:39 ⇒ 約53:47 （所得割の割合を抑え、均等割額の割合が増加）

保険税水準の統一について

・賦課方式は、所得割・均等割による２方式とする。（本市は既に２方式）
・賦課限度額は、法定限度額とする。

標準保険料率の算定
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さいたま市国民健康保険運営協議会

３ 応能・応益割合

6.14%
6.43%

6.73% 6.78%

7.51% 7.51% 7.26%
7.01%

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

医療分（所得割） 県 市

2.42% 2.46% 2.40%
2.75%

2.11% 2.24% 2.42%
2.60%

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

後期高齢者支援金等分（所得割） 県 市

2.00%

2.67% 2.60%
2.40%

2.02% 2.10% 2.17% 2.24%

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護納付金分（所得割） 県 市

35,816円
37,814円

41,056円 40,966円

29,500円 29,500円 30,900円
32,800円

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

医療分（均等割） 県 市

13,870円 14,130円 14,175円
16,115円

8,500円 9,100円 9,900円 10,800円

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

後期高齢者支援金等分（均等割） 県 市

14,664円

19,503円 18,886円 17,395円

9,700円 10,200円 10,900円
12,000円

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

介護納付金分（均等割） 県 市

県標準と比較し、市は所得割
が高く、均等割が低い状況。

令和５年度時点で県標準との
差は
所得割:▲０．２３％
均等割:8，１6６円

県標準と比較し、市はどちら
も低い状況。

令和５年度時点で県標準との
差は
所得割: ０．１５％
均等割:５，３１５円

県標準と比較し、市はどちら
も低い状況。

令和５年度時点で県標準との
差は
所得割:０．１６％
均等割:５，３９５円

均等割額の増額は、所得が少なく被保険者数が多い世帯に影響が出ます。
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さいたま市国民健康保険運営協議会

４ 令和６年度の保険税率等の見直しスケジュール

月
県 市

納付金 運営協議会 税率等の見直し
４月
５月 第１回（5/25）

６月
７月
８月 第2回（8/17）

９月
10月 第3回（10/19）

11月 仮算定額の提示 仮算定を反映した税率等の見直し

12月 第4回（12/14） 税率等の見直しについて（諮問・答申）

１月 本算定額の提示

２月 国民健康保険税条例の改正を議会に上程

令和６年度の保険税率等の見直しによる赤字解消額や税率の積算については、
11月の仮算定額の提示を受けてからとなります。

・応能・応益割合の見直し
などの検討を行います。
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協議・報告事項 

 

 

（２）その他 
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日　　　時 会　　場 内　　容　（予定）

令和５年５月２５日（木）
１４：００から

ときわ会館
・令和５年度の国民健康保険事業に
ついて

予定
令和５年８月１７日（木）

１４：００から
ときわ会館

・令和４年度の国民健康保険事業の
決算見込について
・第３期保健事業実施計画（データヘ
ルス計画）及び第４期特定健康診査
等実施計画について

予定
令和５年１０月１９日（木）

１４：００から
ときわ会館 ・保険者努力支援制度について

予定
令和５年１２月１４日（木）

１４：００から
ときわ会館

・令和６年度の国民健康保険税等の
見直しについて
・第３期保健事業実施計画（データヘ
ルス計画）及び第４期特定健康診査
等実施計画について

検討案件によっては、開催回数が変わる場合があります。

令和５年度国民健康保険運営協議会日程
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